
ゾーニングマップにおけるエリア設定の考え方：地熱発電

エリア区分 設定の考え方

保全エリア

再エネ施設の立地は望
ましくなく、環境保全を
優先すべきエリア

〇町内で地熱発電のポテンシャルが確認されないエリア
〇地熱発電のポテンシャルが確認されるエリアのうち、自然的・社会的な条件から町が保全すべ
きと設定するエリア（エリア設定に使用した条件は別紙参照）

※地熱発電ポテンシャルは環境省の再生可能エネルギー情報提供システムにより確認

事業可能性
エリア

状況の変化があった場
合に事業実施の可能性が
あるエリア

〇地熱ポテンシャルが確認できるエリアのうち保全エリアを除くエリア。

促進エリア

支障となる課題がほと
んど無く、事業の促進が
可能なエリア

〇該当なし

ゾーニングマップの対象となる事業
■地熱発電
町内で実施される全ての地熱発電事業

※






